
札幌市立月寒小学校父母と先生の会会則 
昭和２４年４月１５日施行 

第一章   総 則 

 

第１条   名 称 

     この会は、札幌市立月寒小学校父母と先生の会（略称 月寒小学校ＰＴＡ）と称し、 

     所在地を札幌市立月寒小学校（札幌市豊平区月寒西２条５丁目１－１）内に置く。 

第２条   目 的 

     この会は、児童の教育について会員相互の理解を深め、父母と先生の協力によって家庭・ 

学校及び社会における児童の健全な成長を図ることを目的とする。 

第３条   方 針 

     この会は、次の方針に従って活動する。 

     １ 教育を本旨とする民主的団体として活動する。 

     ２ 児童の健全な成長を願う他の団体及び機関と協力する。 

第４条   活 動 

     この会は、前条の目的を達成するために、次の活動をする。 

     １ 家庭と学校の密接な連携によって、児童教育の向上に努める。 

     ２ 会員相互の親睦と教養の向上に努める。 

     ３ 健全な児童育成のため、学校・家庭・地域社会の教育環境の充実に努める。 

     ４ その他、この会の目的達成に必要と認められる活動を行う。 

    

第二章  組 織 

 

第５条   会 員 

この会の会員は、次のとおりとする。 

     １ 本校に在籍する児童の父母、またはこれに代わる保護者、及び本校の教職員。 

     ２ この会の主旨に賛同し、役員会の承認を受けたもの。ＰＴＡは任意加入であり、退会を希望す

る場合は、学校へ連絡するものとする。 

 

第６条   役員及び委員 

     この会に、次の役員及び委員をおく。 

     １ 役員 

      ・会 長  １名（Ｐ１名）     この会を代表し、会務を統括する。 

      ・副会長  若干名（Ｐ若干名・Ｔ１名）会長を補佐し、会長不在の時は、その会務を 

                        代行する。 

      ・会 計  １名以上（Ｐ１名以上・Ｔ１名）この会の会計事務を担当する。 

      ・書 記  若干名（Ｐ若干名・Ｔ１名） この会の企画・会合の連絡・議事の記録、 

                        庶務及び事務局を担当する。 

      ・会計監査 ２名以上（Ｐ２名以上） 会計及び業務の監査（中間監査、年度末監査） 

                        をし、その結果を総会に報告する。 

   ２ 委員 

      ・学年委員  各学年より選出された学年委員で組織し、学年・学級の活動の計画及び運営にあ

たる。また、選出された者がいない学年は、学年委員をおかずともよい。 

      ・専門委員  校内より選出された専門委員で組織し、専門委員会の活動にあたる。 

      ・実行委員 

 

第７条   任 期 

     １ 役員の任期は１年とする。ただし再任を妨げない。 

     ２ 欠員により補充された役員の任期は、前任者の残期間とする。 



第８条   役員・委員の選出 

       役員・委員は次の方法で選出する。 

     １ 役員は、選考委員会により選考され、総会において決定する。 

     ２ 選考委員会については、細則で定める。 

     ３ 委員は、各学級の会員の互選により選出する 

     ４ 各学年の委員長は、学年委員から選出する。 

     ５ 各専門部の委員長・副委員長の選出については別途定める。 

     ６ 役員に欠員を生じた時は、運営委員会がこれを補選する。 

     ７ 委員に欠員を生じた時は、各学級で補選する。 

第９条   顧 問 

      校長をこの会の顧問とし、学校運営の責任者としての立場から各種会議に出席し、意見を述べる

ことができる。他に顧問を置く場合、会長が運営委員会の承認を得て決めることができる。 

 

第三章  運 営 

 

第 10 条   会 議 

     この会を運営するために、次の会議を行う。 

     １ 総会 

     ２ 役員会 

     ３ 運営委員会 

     ４ 専門委員会 

     ５ 実行委員会 

     ６ 学年委員会 

     ７ 学級委員会 

     ８ 特別委員会 

第 11 条  総 会 

     １ 定期総会は、4 月に開催する。臨時総会は、必要に応じ運営委員会の議決を経た時又 

       は会員の三分の一以上の要求がある時に開催できる。 

２ 総会は、全会員をもって構成し、この会の最高議決機関として、次の事項を 

       審議決定する。 

① 予算及び決算 ② 活動報告と活動計画 ③ 役員の承認 

④ 会則の改正  ⑤ その他の重要事項 

     ３ 総会は、会長が招集し、出席者の過半数の賛成を得て議決する。 

第 12 条  役員会 

      役員会は、会長が招集し、会の運営について協議する。 

ただし、会長が必要と認めた場合には、役員以外も協議に参加し意見を述べることが 

できる。 

第 13 条  運営委員会 

     運営委員会は、総会に次ぐ議決機関で、会長が招集し、次の事項を協議する。 

     １ 総会に付議する議案 

     ２ 総会から付託された事項 

     ３ 各学年・学級委員会・専門部等から出された事項 

     ４ 細則の決定と改正 

     ５ その他の必要な事項 

第 14 条   専門委員会 

     専門委員会は、それぞれの委員会の活動について協議し、その運営にあたる。 

     １ 研修委員会 

       研修会・講習会・社会見学等、会員相互の教養を高める活動の推進を企画 

       運営する。 



     ２ 環境委員会 

       児童の校外生活の指導、各種団体との連携。 

第 15 条   実行委員会 

     実行委員会は、それぞれのＰＴＡ行事について、その運営にあたる。 

      ＰＴＡ栗っ子ふれあい広場実行委員会      

第 16 条  学年委員会 

     同一学年の学級委員と教師をもって構成し、学年の向上発展に努める。 

第 17 条  学級委員会  

        学級委員と学級担任をもって構成し、学級の向上発展に努める。 

第 18 条  特別委員会   

     この会には、必要に応じて運営委員会の議決を得て特別委員会を設けることができる。 

 

第四章   会 計 

     

第 19 条  会 費 

１ この会の活動に要する経費は、会費、その他の収入をもってあてる。 

      ２ この会の会費は、総会において決定する。 

      ３ この会の会計は、総会で議決された予算に基づいて行う。 

      ４ この会の決算は、会計監査を経て総会で報告する。 

      ５ この会の会計年度は４月１日に始まり、翌年の３月３１日に終わる。 

 

 

第 20 条  委員活動費、学級活動費・専門委員会活動費 

       各委員には、その活動内容に応じて活動費を配賦する。また、委員全体に共通して必要な活動

費も別途配賦する。活動費は、目的達成に必要な物品購入、資料作成、交通費等に使用できる。

なお、活動費に余剰金が生じた場合であっても、ＰＴＡ会費に返金しない。 

 

第五章   その他 

 

第 21 条   会則の改正 

       この会則は、総会において出席者の過半数の賛成を得て改正する。 

第 22 条   細 則 

       この会の運営に関して必要な細則は、運営委員会で決める。 

第 23 条   慶弔表彰 

       この会の慶弔表彰は、細則により行う。 

 

附 則 

 

     （施行期日） 

       この会則は、平成 20 年 4 月 15 日より施行する。 

     （施行期日） 

       この会則は、平成 25 年 4 月 19 日より施行する。 

     （施行期日） 

       この会則は、平成 30 年 4 月 13 日より施行する。 

（施行期日） 

       この会則は、令和元年 4 月 17 日より施行する。 

（施行期日） 

       この会則は、令和 6 年 4 月 19 日より施行する。 

（施行期日） 



       この会則は、令和 7 年 4 月 14 日より施行する。 

（施行期日） 

       この会則は、令和 8 年 4 月 18 日より施行する。 

 

細 則 
 

選考委員会 

第１条 会則第８条２項により規定する。 

 １ 選考委員会は、学年委員から１名ずつと教師２名によって構成し、

役員の選考にあたる。（但し、各専門委員長を除く） 

やむを得ず各学年委員からの選出が不足する場合は、専門委員から選出することができる。 

 ２ 選考委員会は、委員の互選により委員長１名、副委員長２名を選

出する。 

 ３ 選考委員会は、全会員の中から役員候補者（会長、副会長、会計、

書記、会計監査）を選考し、総会で承認を得る。 

４ 役員の選考にあたっては、本人の同意を得なければならない。 

５ 選考委員会は、役員決定をもって任務を終わるものとする。  

 

 

第２条 慶弔表彰 

会則第 22 条により規定する。 

 １ 児童が死亡した場合は、香典 5,000 円と供花と弔電。 

 ２ 会員が死亡した場合は、香典 5,000 円と供花と弔電。 

 ３ 役員として、この会の活動に貢献した会員が退会する場合には、

これを表彰する。 

４ その他必要と認める場合は、役員会において協議決定し、 

運営委員会に報告する。 

 

第３条 この細則は、運営委員会で出席者の過半数以上の賛成により改正することができる。 

 

第４条 この細則の施行は、平成２５年４月１９日とする。 

 

附 則 

     （施行期日） 

       この細則は、令和 8 年 4 月 18 日より施行する。 

 


